
  

繋離船作業に係る安全対策について 

 

1.背景・目的 

○船舶が岸壁へ接岸または離岸する際の繋離船作業は、港湾利用を支える基礎的な 

作業であるが、何らかの要因により繋留ロープが切断し、作業員に接触すると人 

命にも関わる。 

○国土交通省 港湾局では、日本繋離船協会と海事局と連携し、平成26年度から検討 

会を開催することにより、繋離船作業の安全性の向上を図り、安定的な港湾利用 

を実現することを目指しているところ。 

 

2.港湾局におけるこれまでの取組 

○港湾局においては、これまで、繋離船作業のうち、陸上作業員が係留策を係船柱 

に掛け外しする作業を対象に係留施設の付帯設備等（係船柱、防舷材、車止め 

等）の整備において配慮すべき事項について検討を実施。 

○安全且つ効率的な繋離船作業が阻害される事例をもとに、その阻害要因を改善で 

きる配慮事項を検討し、「係留施設の附帯設備等の整備における繋離船作業の安 

全性向上への配慮事項に関する検討（国土技術政策総合研究所）（以下、「検討 

結果」という）」を公表（平成29年3月）。 

○更には、平成30年度に(公社)日本港湾協会より発刊された港湾の施設の技術上の 

基準・同解説において、施設設置の際には繋離船作業の安全性について考慮する 

ことが望ましい旨が記載されるとともに、検討結果が参考文献として引用された 

ところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.今後の取組 

○繋離船作業に配慮した施工事例等を収集し、共有することで、繋離船作業の安全 

性の向上を図り、安定的な港湾利用の実現を目指す。 

 

 

資料-2 

【港湾の施設の技術上の基準・同解説の該当部分［例］（施設編/第 5章 係留施設/9 係留施設の附帯設備等/9.1 係船柱及び係船環

/9.1.2 係船柱及び係船環の配置）】 

(8)船舶の繋離船作業の安全性の観点からは、曲柱はできる限りバースの水際線近くに設置するとともに、車止めとの離隔をある程度

設けることが望ましい 1)。曲柱が車止めよりも陸側に設置されている場合には、係留索の摩擦による損傷や係留索の掛け外しの支障と

ならないように、係船柱の周囲には段差や障害物がない十分な平場を確保することが望ましい。 

［参考文献］  1)西岡悟史、井山繁、宮田正史、米山治男、辰巳大介、木原弘一：係留施設の附帯設備等の整備における繋離船作業

の安全性向上への配慮事項に関する検討，国総研資料，No.957，2017 



No. 整備局 等 実施機関 実施場所 実施時期 配慮内容

1 東北 青森港湾事務所 青森港本港地区岸壁 平成28年9月12日～平成29年3月10日 ○係留索の擦り切れ防止

2 東北 酒田港湾事務所 酒田港北地区岸壁 平成28年10月12日～平成29年3月24日
○係留索掛け作業の効率化のため、曲柱に番号表示
（ユーザーヒアリング結果を踏まえた対応）

3 沖縄 石垣市 石垣港浜崎町地区物揚場 平成29年1月5日～平成29年3月30日 ○車止めを係船柱より陸側に設置

4 中国 境港湾･空港整備事務所 浜田港福井地区福井3号岸壁 平成29年3月27日～平成29年9月29日 ○受衝板付き防舷材の底面への係留索の入り込み防止

5 東北 青森港湾事務所 青森港本港地区岸壁 平成29年9月26日～平成30年3月26日 ○係留索の擦り切れ防止

6 九州
鹿児島県鹿児島地域振興
局

鹿児島港鴨池港区鴨池港突堤 平成30年10月4日～平成31年3月8日
○受衝板付防舷材：受衝板の上部及び側面への係留索の
引っ掛かり防止・摩耗防止を実施

7 近畿 神戸港湾事務所
神戸港六甲アイランド地区岸
壁
RC-6、RC-7、RC-2

平成30年11月7日～令和元年5月10日
○車止め・接岸灯：既存の車止めの間隔に接岸灯をつな
ぎ、一体化した

8 中国 境港湾・空港整備事務所 境港外港竹内南地区岸壁 令和元年5月7日～令和元年10月25日 ○車止めは連続型を採用

9 中部 名古屋港湾事務所 名古屋港金城ふ頭地区岸壁 令和3年度施工予定
○曲柱を海側に設置
○車止めを係船柱の胴部より陸側に設置
○車止めは連続型を採用

繋離船作業に配慮した港湾施設の施工等事例

○平成27年度から各整備局等管内において、繋離船作業に配慮した港湾施設設計に基づき、施工した事例（一部施工予定含む）
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繋離船作業に配慮した港湾施設の施工等事例 

件 名 鹿児島港（鴨池港区）改修（統合補助）工事（１工区） 

実施機関 鹿児島県鹿児島地域振興局 

実施場所 鹿児島港鴨池港区鴨池港突堤 

実施時期 H30.10.4～H31.3.8 

配慮内容 
受衝板付防舷材：受衝板の上部及び側面への係留索の引っ掛かり防止・摩耗防止を実施 

概要 

（目的・内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突起物を除去し，受衝板への係留索の引っ掛かり防止 

角部をＲ加工し，係留索の摩耗防止 

 

その他特記事項 

 
更なる摩耗対策として，船社が上部角部にゴムを設置 

 

 

 

 

 

繋船索と受衝板の干渉 

①突起物(吊りピース)の除去 

②吊り上げ用シャックルの取付穴 ③角部のＲ加工 
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繋離船作業に配慮した港湾施設の施工等事例 

件 名 神戸港貸付国有港湾施設災害復旧工事 

実施機関 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 

実施場所 
神戸港六甲アイランド地区岸壁 RC-6、RC-7、RC-2 

・RC-6 神戸市東灘区向洋町東 4丁目 26-2、26-2 地先 

・RC-7 神戸市東灘区向洋町東 4丁目 25-2、25-3、25-4、25-5、25-2 地先、25-3 地先 

・RC-2 神戸市東灘区向洋町西 6丁目 1番 2 

実施時期 平成 30 年 11 月 7 日～令和元年 5月 10 日 

配慮内容 
車止め・接岸灯：既存の車止めの間隔に接岸灯をつなぎ、一体化した 

概要 

（目的・内容） 

 

車止めの間隔内に、設置法線に沿って接岸灯を設置することで車止めの間隔を解消し、係船索の

引っ掛かりを軽減した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接岸灯（既存車止めと一体化することにより、係留索の引っ掛かりを防止） 

その他特記事項 

 

 

 

 



＜参考＞ 

「係留施設の附帯設備等の整備における繋離船作業の安全性向上への配慮事項に関する検討

（国土技術政策総合研究所）」No.957，2017（抜粋） 

 

表 5.1 係留施設の附帯設備等の整備における繋離船作業の安全性向上への配慮事項 

(1)附帯設備等 (5)岸照灯，電源ボックス及び給水設備

※整備全般 ※岸照灯

○利害関係者が早期に調整し，係留施設に係る活動の効率性や安全性 ○岸照灯が岸壁上や岸壁側面に突出しない箇所や形状で設置する．

　を少しでも向上できるように配慮する． ○岸照灯設置箇所には係留索の引っ掛かりがないような対策を行う．

(2)係船柱 ※電源ボックス

※曲柱 ○電源ボックスが岸壁上に突出しない形状で設置する．

○曲柱は出来る限り海側に設置する． ※給水設備

○曲柱の形状は，胴部の高さと頭部の出幅を十分に確保する． ○給水設備が岸壁上に突出しない形状で設置する．

○曲柱の形状は，繋離船作業のしやすさを考慮した大きさとする． (6)はしご

※係船柱全般 ※はしご

○係船柱は岸壁天端より上に設置する． ○はしごを岸壁端部や桟橋側面等に設置することを検討する．

○係船柱の周囲には十分な平場を確保する． ○はしごが岸壁側面に突出しないように設置する．

○係船柱の嵩上げには十分な平場を確保する． (7)フェンス等

○係船柱の周囲のコンクリート天端は，滑り止めの対策を行う． ※フェンス等

(3)防舷材 ○係船柱からの離隔を取ってフェンスを設置する．

※受衝板付防舷材 ○係船柱に近接する場合はフェンスを開閉可能にすることや係船柱を移

○受衝板の上部及び側面への係留索の引っ掛かり防止や，係留索の入 　設すること等の検討を行う．

　り込み防止の対策を行う． ○フェンスに扉の設置することや海側への張り出しを開閉式にすること等

○受衝板の下部への係留索の潜り込み防止の対策を行う． 　の検討を行う．

○受衝板の形状の変更や防舷材の設置高さの調整を検討する． (8)荷役機械

※鋼製やコンクリート製の防舷材の台座 ※荷役機械

○防舷材の台座の下部への係留索の引っ掛かり防止の対策を行う． ○係船柱からの離隔を取って荷役機械に必要な溝や箱抜きを配置する検

※防舷材全般 　討を行う．

○係船柱に対する防舷材の配置を検討する． ○荷役機械の係止に必要なフック等の箱抜きを岸壁の端部に寄せて配

(4)車止め 　置することについて検討を行う．

※車止め (9)岸壁形状

○車止めを係船柱より陸側に配置する． ※岸壁形状

○係船柱からの離隔を確保して車止めを設置する． ○桟橋前面に壁状の構造物を設置する．

○係船柱の周囲の車止めの端部の形状を曲線や傾斜にする． (10)附帯設備の損傷・老朽化

○車止めの間隔をつなぐ等により，一体化する． ※附帯設備の維持

○損傷・老朽化した附帯設備については補修を行う．

○計画・設計段階で繋離船作業を含めた供用時の実態について検討を

　行い，維持管理計画を基に点検・補修が行う．


